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�愛媛県告示第９１５号
令和２年７月２８日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和２年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

岡 崎 仁 志 愛媛県松山市 愛媛県松山市高井町
７８番１ほか４筆 ３，８９５

２ 申請年月日

令和２年８月４日

�������
�愛媛県告示第９１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市南�米町地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同
条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写し

を縦覧に供する。

令和２年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・南�米山田池地区）計
画書の写し

２ 縦覧期間

令和２年８月１７日から９月１１日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�愛媛県告示第９１６号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第１３条第１項の規定により、次のとおり地方卸売市場として認定した。

令和２年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１８号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第１３条第１項の規定により、次のとおり地方卸売市場として認定した。

令和２年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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認定年月日
開 設 者 地 方 卸 売 市 場

名 称 住 所 名 称 位 置 取扱品目

令和２年７月３１日 松山市 松山市二番町４丁目７番地
２

松山市公設花き地方卸売市
場 松山市�万ノ台３４８番地１ 花 き
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公 告

人事委員会告示

�公 告

採石業務管理者試験の実施について

採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条の１３第１項の規定に基づ

き、採石業務管理者試験を次のとおり実施する。

令和２年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第一別館３階 第３・第５会議室）

２ 試験の日時

令和２年１０月９日（金）午前１０時

３ 受験願書の提出期間

令和２年９月４日（金）から１４日（月）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部土木管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方局

建設部若しくは土木事務所

�愛媛県人事委員会告示第３号
令和２年職種別民間給与実態調査を次のとおり実施するので、愛

媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２項の規

定により告示する。

令和２年８月１４日

愛媛県人事委員会

委員長 安 藤 潔

１ 調査の目的

地方公務員の給与を民間の従業員の給与と比較検討するための

基礎資料の作成

２ 調査対象の範囲

県内の企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上の事業所

３ 報告を求める事項

� 従業員の給与に関すること。

� 採用に関すること。

４ 報告を求める事項の基準となる期日

令和２年４月分の最終給与締切日

５ 報告を求める者

２に該当する事業所のうち無作為に抽出されたもの

６ 報告を求めるために用いる方法

実地調査

７ 報告を求める期間

令和２年８月１７日（月）から同年９月３０日（水）まで

�愛媛県告示第９１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和２年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９２０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和２年８月１４日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

認定年月日
開 設 者 地 方 卸 売 市 場

名 称 住 所 名 称 位 置 取扱品目

令和２年７月２９日 松山市 愛媛県松山市二番町四丁目
７番地２

松山市公設水産地方卸売市
場

愛媛県松山市三津ふ頭１番
地２

生鮮水産物
冷凍水産物
水産加工品

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �万中山線
上浮穴郡�万高原町二名乙２５２３番５から

同町二名甲１２８５番３まで
令和２年８月１４日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０７００３９７ 株式会社夢・たまご 愛媛県大洲市平野町野
田乙９６１番地１ 新 井 一 成 就労継続支援

Ｂ型 夢たまごエブリワン 愛媛県大洲市柚木１０３０
番地４

令和２年
８月１日

令和２年８月１４日 発行

愛 媛 県 報令和２年８月１４日 第１３１号

６３９


